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公共工事標準請負契約約款の実施について 
 
 
 公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定）の実施

については、かねてより御配慮賜っているところですが、近年の災害の激甚化・頻発

化を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正することとい

たしましたので、その実施について格段のご配慮を賜りたく、建設業法（昭和２４年

法律第１００号）第３４条第２項の規定に基づき勧告いたします。 
 なお、今回の改正内容につきましては、下記のとおりでありますので、遺漏のない

よう適切な御対応をお願いいたします。 
 
                                    記 
○施行日について 

 今回の公共工事標準請負契約約款の改正部分は、令和５年４月１日から施行する。 
 
○改正内容について 

 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬

入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計

額のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担することとされているところ、災

害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計

額を負担するものとすることとした。  

（第３０条関係） 
 


